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1-1. ＰＣＴ出願の流れ
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※上記の流れはあくまで目安です。



1-2. 受理官庁（RO/JP）への手続方法
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窓口・郵送 FAX インターネット出願ソフト
出願言語 日本語・英語 日本語・英語 日本語 英語

対象書類 全て 願書のみ 願書
一部中間書類 願書のみ

出願時の減額 なし なし ¥32,700（※）

受付時間 平日
9:00-17:00

24時間
365日 24時間365日

 郵送の場合、書類が特許庁に到着した日が受付日（到達主義）
 FAX出願は、最後のページが受信された時間の属する日が受付日
 FAX出願をより確実に行うためには、送信前に国際出願室受理官庁へ
電話連絡することを推奨（電話受付時間は開庁日の９時から１７時半まで）

※2019年8月1日現在



1-3. 願書 （1）発明の名称

4

テキスト：P.28,168

願書には明細書の冒頭に表示されている発明の名称と同一のものを記載

インターネット出願ソフトで作成した願書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

発明の名称を入力

＜第I欄＞ ＜［願書］タブ＞



1-3. 願書 （2）出願人
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テキスト：P.28,168

 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所（法人の場合、営業所）を有する外国人が最低１名必要
 受理官庁に対して出願人適格を有する出願人１名の氏名（名称）、あて名、国籍及び住所の記載があれば、

他の出願人のあて名、国籍及び住所は省略可能

インターネット出願ソフトで作成した願書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

出願人を選択

特定の指定国を選択する場合に選択

＜第II欄＞ ＜［氏名（名称）］タブ→「出願人」を選択＞



1-3. 願書 （3）発明者
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テキスト：P.29,169インターネット出願ソフトで作成した願書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜第III欄＞ ＜［氏名（名称）］タブ→「発明者」を選択＞

発明者を選択

発明者のあて名は省略可能



1-3. 願書 （4）指定国の除外
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テキスト：P.30,169

チェックした場合、指定国から日本が除外され、
日本への国内移行はできなくなる

出願後に、願書の補正によるチェックの追加／取り消しは不可

＜第V欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

指定を除外する国をチェック
 除外ができるのはドイツ、日本、韓国のみ
 除外する場合、当該国の国内出願が

優先権主張の基礎であることが必要

＜［指定国］タブ＞



1-3. 願書 （5）先の出願のみなし取下げの回避

1. 出願時に、日本の指定を除外
願書の「第Ｖ欄 国の指定」でＪＰ（日本）にチェック

2. 優先日から16月以内に、日本の指定を取下げ
「指定国の指定取下書」を提出

3. 優先日から16月以内に、国内優先権の主張を取下げ
「上申書」を提出（提出先は受理官庁（RO/JP））

8

テキスト：P.68

先の出願のみなし取下げの回避方法

テキスト：P.30

テキスト：P.72

テキスト：P.69

優先日 12月以内

日本国
出願

ＰＣＴ
出願

16月

日本国
出願＜注意＞

先の出願が
みなし取下げに

優先権主張をして
指定国日本を含むＰＣＴ出願

指定国日本については、
国内優先権主張の扱い



1-3. 願書 （6）優先権主張
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テキスト：P.31,170

②

①

＜第VI欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［優先権］タブ→「優先権主張の追加」＞

出願後に以下の手続をする場合は、
①②いずれにもチェックせずに出願
 国際事務局にアクセスコードを通知
 優先権書類提出書＆優先権書類を提出
 優先権書類送付請求書

＆優先権証明願（PCT）を提出

受理官庁に対する優先権書類の送付請求
⇒３日以内に受理官庁に
手続補足書＆優先権証明願（PCT）を提出

国際事務局に対するDASアクセスコードによる
優先権書類の取得請求
⇒英数字4桁のアクセスコードを入力

②

①



1-3. 願書 （7）国際調査機関
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テキスト：P.32,170

国際調査機関（ISA)の選択
 日本語出願

⇒JP 日本国特許庁
 英語出願

⇒JP 日本国特許庁又はEP 欧州特許庁

国際調査機関を選択

＜第VII欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［願書］タブ＞



1-3. 願書 （8）先の調査の利用請求
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テキスト：P.32,170

＜手続の流れ＞
① 先の日本出願の調査結果の利用を請求
② 国際調査報告作成時に、「先の調査等の

結果の利用状況に関する通知書」が届く
③ 通知書において「利用できる」とされた場合、

「調査手数料一部返還請求書」の提出により、
調査手数料の一部が返還される

＜第VII欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［願書］タブ＞

「＋」をダブルクリック

先の出願の国名、日付、出願番号を入力



1-3. 願書 （9）申立て
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 第4.17規則に基づく申立ての記載は任意

 記載した場合、国内移行後に、
当該事項に関する指定官庁への
証拠の提出が原則として不要となる

＜第VIII欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［申立て］タブ＞

プルダウンメニューから種類を選択し、
申立てを「追加」する

テキスト：P.32,170



1-3. 願書 （10）選択図

13

テキスト：P.33,171

＜第IX欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［内訳］タブ→「明・請・要・図タブ＞

 国際公開のフロントページに要約とともに提示する図
（選択図）の番号を入力

 出願後の追加、補正は不可

 選択図に語句が含まれる場合、
国際公開時に英訳が付される

 「図の中の語句」の記載は任意
（翻訳の効率化のためのもの）

選択図の中の語句を記載する場合
⇒「はい」を選択
下のボックスに語句（日本語）を記載

選択図の中に語句が含まれない、
又は、語句は含まれるが記載しない場合
⇒「いいえ」を選択



1-3. 願書 （11）出願人、代理人等の記名押印
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テキスト：P.34,171インターネット出願ソフトで作成した願書のＰＤＦイメージ

＜第X欄＞

 出願書類作成終了後、提出のための送信ファイルを作成する過程で、
出願ソフト起動時に認証した者の電子署名をする

 第X欄には、認証をした者の氏名（名称）が記載され、
サインとして「（ＰＫＣＳ７ デジタル署名）」と表示される



1-3. 願書 （12）手数料の支払方法
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テキスト：P.47,172

 出願に必要な手数料：
送付手数料、調査手数料、国際出願手数料

 支払方法：
特許印紙、予納、電子現金納付、口座振替、
クレジットカード（指定立替納付）から選択
全ての手数料を日本国特許庁へ一括で支払い

 手数料の軽減申請を行う場合：
「料金表メンテナンス」にて「料金表」の金額を
予め軽減後の金額に変更して出願

支払方法を選択

予納台帳番号、
納付番号、又は
振替番号を記載

＜手数料計算用紙＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［支払い］タブ＞



1-3. 願書 （13）明細書等
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明細書

1

要約書

7

［図１］

［図２］

1/1

請求の範囲

6

テキスト：P.34-36 テキスト：P.36-38 テキスト：P.38-39 テキスト：P.40-42

請求の範囲明細書 要約書 図面

 「発明の名称」、
「技術分野」等の
見出しを付す

 化学式、数式、表の
使用可

 請求項の数が
2以上あるときは、
アラビア数字で
連続番号を付す

 化学式、数式、表の
使用可

 簡潔に記載

 化学式、数式、表の
使用可

 選択図は記載しない

 不要な文言は
記載しない

 鮮明で明瞭に作成

 図が複数あるときは、
アラビア数字で
連続番号を付す



1-4. 優先権書類の提出
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テキスト：P.62-65

 PCT出願が優先権を伴う場合、原則、優先日から16月以内に優先権書類を提出

＜紙出願時＞
願書VI欄で受理官庁に対する送付請求にチェックし、「優先権証明願（PCT）」を添付
願書IX欄に添付書類として表示し、優先権書類を添付

＜出願（紙・オンライン）後＞
「優先権書類送付請求書」に「優先権証明願（PCT）」を添付して受理官庁に提出
「優先権書類提出書」に優先権書類を添付して受理官庁又は国際事務局に提出

その他の提出方法

1. 出願時に国際事務局に対してDASアクセスコードによる優先権書類の取得請求

「願書第VI欄 優先権主張」において
「国際事務局に対するアクセスコードによる
優先権書類の取得請求」にチェックし、
アクセスコードを入力

願書
アクセス
コードを
入手

2. 出願時に受理官庁に対して優先権書類の送付請求（優先権がPCT出願の場合など）

願書
「願書第VI欄 優先権主張」にお
いて「受理官庁に対する優先権
書類の送付請求」にチェック

3日以内に提出
手続
補足書

優先権
証明願
(PCT)

特許印紙
¥1,400
貼付

※出願時にアクセスコードの入手が間に合わない場合には、チェックをせずに出願し、後日国際事務局に通知

2016年3月20日以降、
オンラインによる
日本の特許・実用出願には
自動付与



2-1.中間手続
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＜主な中間手続＞

（1）手数料納付書

（2）手続補正命令に対する補正手続

（3）氏名（名称）変更届、あて名変更届

（4）名義変更届

（5）国際出願取下書

（6）代理権を証明する書面

（7）包括委任状

 中間手続の書類は出願と同一の言語で作成
 一部の日本語中間書類のみオンライン提出可、英語は対象外
 代理人手続の場合、出願人の印は不要
 出願人に関する記載には国籍及び住所の項目が必要
 発明者・代理人に関する記載には国籍及び住所の項目は不要

一般原則



2-1.中間手続 （1）手数料納付書
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テキスト：P.216【書類名】 手数料納付書（国際出願に関する手数料の納付）
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願の表示】
【国際出願番号】 PCT/JP20XX/087654

【出願人】
（【識別番号】） 987654321
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所 （印）
【氏名又は名称（英語）】 TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
【あて名（英語）】 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan

【代理人】
（【識別番号】） 123456789
【弁理士】
【氏名又は名称（日本語）】 国際 太郎 （印）
【氏名又は名称（英語）】 KOKUSAI Taro
【あて名（日本語）】 東京都千代田区四番町８番地
【あて名（英語）】 8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1020081
【国名】 日本国 Japan

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 999999
【手数料の種類】 送付手数料
【納付金額】 １０，０００円
【手数料の種類】 国際出願手数料
【納付金額】 １４５，０００円
【手数料の種類】 調査手数料
【納付金額】 ７０，０００円

 出願時に手数料を納付しない場合、
出願日から１月以内に手数料を納付

 オンライン手続及び書面手続が可能

 書面手続の場合でも電子化手数料は不要

 特許印紙・予納・電子現金納付の利用可

 口座振替・クレジットカード（指定立替納付）は
オンライン手続の場合のみ利用可

 書面手続で予納を利用する場合、
識別番号及び予納台帳番号の記載、
並びに押印が必須



2-1.中間手続 （2）手続補正命令に対する補正手続
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テキスト：P.232手続補正書
（法第６条の規定による命令に基づく補正）

特許庁長官 殿

１ 国際出願の表示 ＰＣＴ／ＪＰ２０XX／０８７６５４

２ 出願人
名 称 株式会社東京製作所 （印）

TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION 
あて名 〒100-0013 日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号

4-3， Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku，
Tokyo 100-0013  Japan 

国 籍 日本国 JAPAN
住 所 日本国 JAPAN

３ 代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎 （印）

KOKUSAI  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町８番地

8，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

４ 補正命令の日付 dd.mm.20XX

５ 補正の対象 願書

６ 補正の内容 別紙の通り
明細書第○頁の表１を鮮明な表に訂正します。

７ 添付書類の目録 明細書第○頁

 補正の期間：命令の発送日から２月

 期間内に補正を行わない場合、
PCT出願は取り下げられたものとみなされる

 書面手続のみ、オンライン手続不可

＜指令事項の例＞

 発明の名称について、
願書の第Ⅰ欄に記載のものと、
明細書の冒頭に記載のものが相違する

 明細書における表又は図面が不鮮明である

 図の上下を正しく配置することができない
場合に、図の上端が用紙の左側になるように
描かれていない



2-1.中間手続 （3）氏名(名称）変更届、あて名変更届
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テキスト:P.252,255

【書類名】 氏名（名称）変更届
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願の表示】

【国際出願番号】 PCT/JP20XX/087654
【出願人】
（【識別番号】） 987654321
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所 （印）
【氏名又は名称（英語）】 TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
【あて名（英語）】 4-3,Kasumigaseki 3-chome,Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan

【氏名又は名称を変更した者】
【事件との関係】 出願人
【旧氏名又は名称（日本語）】 株式会社江戸製作所
【旧氏名又は名称（英語）】 EDO SEISAKUSHO CORPORATION
【新氏名又は名称（日本語）】株式会社東京製作所
【新氏名又は名称（英語）】TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
【あて名（英語）】 4-3,Kasumigaseki 3-chome,Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan 

【代理人】
（以下、省略）

【書類名】 あて名変更届
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願の表示】

【国際出願番号】 PCT/JP20XX/087654
【出願人】
（【識別番号】）987654321
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所 （印）
【氏名又は名称（英語）】 TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
【あて名（英語）】 4-3,Kasumigaseki 3-chome,Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan

【あて名を変更した者】
【事件との関係】 出願人
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所
【氏名又は名称（英語）】 TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【旧あて名（日本語）】 東京都港区日野１丁目２番５号
【旧あて名（英語）】 2-5, Hino 1-chome, Minato-ku, Tokyo
【旧郵便番号】 1000051
【旧国名】 日本国 Japan
【新あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
【新あて名（英語）】 4-3,Kasumigaseki 3-chome,Chiyoda-ku, Tokyo
【新郵便番号】 1000013
【新国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan

【代理人】
（以下、省略）

複数の変更届を同時に提出する場合は、他方の届が受理されたものとして、各項目の内容を記載
（【旧～】の項目以外は全て新しい情報を記載）

【氏名又は名称】は
新氏名（名称）を記載

【あて名】は
新あて名を記載

【氏名又は名称】は
新氏名（名称）を記載

【あて名】は
新あて名を記載

＜氏名（名称）変更届とあて名変更届を同時に提出する例＞
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出願人手続の場合 テキスト：P.77,264

【書類名】 名義変更届
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願の表示】
【国際出願番号】 PCT/JP20XX/087654

【出願人】
（【識別番号】）987654321
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所 （印）
【氏名又は名称（英語）】 TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【あて名（日本語）】 東京都千代田区三丁目4番3号
【あて名（英語）】 4-3，Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan

【新名義人】
【事件との関係】 すべての指定国における出願人
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所
【氏名又は名称（英語）】 TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
【あて名（英語）】 4-3，Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000081
【国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan

【新名義人】
【事件との関係】 すべての指定国における発明者
【氏名又は名称（日本語）】 小林 一郎
【氏名又は名称（英語）】 KOBAYASHI Ichiro
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号株式会社東京製作所内
【あて名（英語）】 c/o TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION,  4-3，Kasumigaseki

3-chome，Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan

【提出物件の目録】
【物件名】 譲渡証書 1

 【出願人】欄に記録されている出願人
（単独の場合）又は共通の代表者を記載し、
押印（電子署名）する場合
⇒書面手続及びオンライン手続可

（証明書（譲渡証書等）の添付は不要）

 【出願人】欄に記録されている出願人
（複数の場合）全員を記載し、押印する場合
⇒書面手続のみ、オンライン提出不可

（証明書の添付は不要）

 【出願人】欄に記録されていない出願人
（新たな出願人）のみを記載し、押印する場合
⇒書面手続のみ、オンライン提出不可

（証明書の添付が必要）

 【新名義人】の欄には、名義変更後の名義人
（出願人又は発明者）全員を記載
(例）出願人をAからBに変更する場合

⇒Bのみを記載
（例）発明者を追加する場合

⇒既存の発明者及び追加する発明者を記載

 【事件との関係】の変更も名義変更届で行う
（例）「すべての指定国における出願人及び発明者」

→「すべての指定国における発明者」

＜新名義人による名義変更届の例＞
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代理人手続の場合

【書類名】 名義変更届
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願の表示】
【国際出願番号】 PCT/JP20XX/087654

【出願人】
（【識別番号】） 987654321
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所
【氏名又は名称（英語）】 TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
【あて名（英語）】 4-3，Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan

【新名義人】
【事件との関係】 すべての指定国における出願人
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所
【氏名又は名称（英語）】 TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
【あて名（英語）】 4-3，Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan

【新名義人】
【事件との関係】 すべての指定国における発明者
【氏名又は名称（日本語）】 小林 一郎
【氏名又は名称（英語）】 KOBAYASHI Ichiro
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 株式会社東京製作所内
【あて名（英語）】 c/o TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION,  4-3，Kasumigaseki 3-chome，

Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan

【代理人】
（【識別番号】） 123456789
【弁理士】
【氏名又は名称（日本語）】 国際 太郎 （ ㊞ ）
【氏名又は名称（英語）】 KOKUSAI  Taro
【あて名（日本語）】 東京都千代田区四番町８番地
【あて名（英語）】 8，Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 
【郵便番号】 1020081
【国名】 日本国 Japan
（【提出物件の目録】）
（【物件名】譲渡証書 1）

 既に選任されている代理人が手続する場合
⇒書面手続及びオンライン手続可
※証明書（譲渡証書等）、委任状の添付不要

 新たに選任された代理人が手続する場合
⇒書面手続のみ、オンライン提出不可
※証明書の添付が必要
※別途、代理人選任届にすべての出願人からの
委任状を添付して提出

 【出願人】欄には、新名義人の筆頭の者を記載

 【新名義人】欄には、
名義変更後の名義人（出願人又は発明者）全員
を記載

 【代理人】欄には、
新名義人の代理人として手続をする
すべての代理人を記載
• 書面手続：すべての代理人が押印
• オンライン手続：【その他】欄を設け、

2人目以降の代理人について、
「本願の代理人として既に選任されている
代理人○○は、新たな出願人△△の代理人
です。」と記載

テキスト：P.77,267
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テキスト：P.71,297

国際出願取下書

特許庁長官 殿

１ 国際出願の表示 PCT/JP20XX/087654

２ 出願人
名 称 株式会社東京製作所 （印）

TOKYO  SEISAKUSHO  CORPORATION 
あて名 〒100-0013 日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号

4-3， Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku，
Tokyo 100-0013  Japan 

国 籍 日本国 JAPAN
住 所 日本国 JAPAN

３ 代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎 （印）

KOKUSAI  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町８番地

8，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

４ 取下げの内容
国際出願を取り下げる。

５ 添付書類の目録
（１）代理人の選任を証明する書面 １ 通

委任状

20XX年mm月dd日

私儀 弁理士国際太郎を代理人と定めて、下記の権限を委任し
ます。

特許協力条約に基づく国際出願「PCT/JP20XX/087654」
に関する一切の件

あて名 東京都千代田区霞が関三丁目４番３号

名 称 株式会社東京製作所

代表者 東京 太郎 印

 出願人手続の場合、「２ 出願人」欄に、
出願人全員が記名押印

 代理人手続の場合、
出願人全員からの代理権を証明する書面を添付

※「指定国の指定取下書」「優先権の主張取下書」も
同様
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テキスト:P.235,236,280-282

代理人選任届
１．国際出願の表示
２．出願人
３．届出の内容

選任した代理人
４．代理人
５．添付書類の目録
（１）代理人の選任を

証明する書面 １通

手続補正書
１．国際出願の表示
２．出願人
３．代理人
４．補正の対象
５．補正の内容
６．添付書類の目録
（１）代理人の選任を

証明する書面 １通

委任状
20XX年mm月dd日

私儀 弁理士国際太郎を代理人と定めて、下記の権限を委任します。

特許協力条約に基づく国際出願PCT/JP20XX/087654に関する一切の件

あて名 東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
名 称 株式会社東京製作所
代表者 東京 太郎 印

代理人選任証
20XX年mm月dd日

代理人
弁理士 特許 次郎殿

あて名 東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
名 称 株式会社東京製作所
代表者 東京 太郎 印

下記の手続については、貴殿を代理人に選任したことに相違ありません。

記

国際出願の表示 PCT/JP20XX/087654

 PCT出願時には、代理権を証明する書面の提出は必須でない
 出願後に、自発で代理権を証明する書面を提出する場合 ⇒ 「手続補正書」により提出
 出願後に新たに代理人を選任する場合 ⇒ 「代理人選任届」により提出
 代理権を証明する書面のタイトルは「委任状」「代理人選任証」いずれでも可
 代理権を証明する書面は出願人毎に作成しても、複数人を1枚にまとめて作成してもよい
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テキスト：P.80,291,292

 代理権を証明する書面として包括委任状を使用する場合、包括委任状をあらかじめ受理官庁へ寄託（提出）
 各種手続において当該包括委任状を使用（援用）する場合は、包括委任状の写しを添付

包括委任状提出書
特許庁長官 殿

１ 委任をした者
名 称 株式会社東京製作所 （印）

TOKYO  SEISAKUSHO  CORPORATION 
あて名 〒100-0013

日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
4-3， Kasumigaseki  3-chome，Chiyoda-ku，
Tokyo 100-0013  Japan 

国 籍 日本国 JAPAN
住 所 日本国 JAPAN

２ 選任した代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎

KOKUSAI  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町８番地

8，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

３ 代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎 （印）

KOKUSAI  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町８番地

8，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

４ 添付書類の目録
（１）代理人の選任を証明する書面 1通

代理人選任証
20XX年mm月dd日

弁理士 国際 太郎 殿

名 称 株式会社東京製作所
あて名 〒100-0013

東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
代表者 東京 四郎 印

すべての国際出願に関する手続について、貴殿を代理人に選任し
たことに相違ありません。

 包括委任状は、受理官庁に寄託した日以降、
各種手続において、代理権を証明する書面として
使用可能

 委任者の名称、あて名が変更された場合は、
改めて包括委任状を寄託することが必要

受理官庁に寄託する場合
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特許庁出願課(国内)に寄託する場合

包括委任状
令和XX年XX月XX日

私は、識別番号XXXXXXXXX（弁理士）○○○○氏をもって代理人として下記事
項を委任します。

１．全ての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登録出
願、意匠登録出願、商標登録出願・・・・。
１．すべての実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更
１．すべての特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更
１．すべての特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更
１．全ての通常の商標出願から団体商標の商標登録出願、地域団体商標の又は
防護表彰登録出願への変更

・
・
・
・
・

１．すべての国際出願に関する一切の件

住所（居所）○○○○○○○○○
氏名（名称）○○○○ 印

 代理権を証明する書面として包括委任状を使用する場合、包括委任状をあらかじめ特許庁出願課へ寄託（提出）
 提出先は、特許庁出願課申請人等登録担当（国内の包括委任状の担当）
 PCT出願の各種手続において当該包括委任状を使用（援用）する場合は、包括委任状の写しを添付

「すべての国際出願に関する一切の件」と記載

包括委任状は、特許庁出願課に寄託した日
以降、PCT出願の各種手続において、
代理権を証明する書面として使用可能
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優先権
証明書

PCT出願に明細書、
請求の範囲の一部又は
図面の一部若しくは全部
の記載なし

先の出願に明細書、
請求の範囲又は図面が
完全に記載されている

テキスト：P.58,226

引用補充

規則20.6に基づく引用補充

 PCT出願の際に欠落していた明細書、請求の範囲の一部又は図面の一部若しくは全部を先の出願からの引用により
当該PCT出願に含める手続

 国際出願日は維持される（補充部分が先の出願に完全に記載されている場合）

 手続補充書
欠落部分について、

先の出願における記載箇所を表示
欠落部分に該当する

明細書、 請求の範囲の一部又は図面を添付

 先の出願に関する優先権書類
先の出願の写し

（送付請求、DAS等により提出済の場合は不要）
 PCT出願の言語による先の出願の明細書、

請求の範囲、図面全文の翻訳文
（先の出願がPCT出願の言語でない場合のみ）

提出書類

 手続補完命令がある場合
⇒命令の発送日から2月以内

 自発の場合
⇒PCT出願の受理日から2月以内

提出期間

引用補充する、明細書、請求の範囲の一部又は
図面の一部若しくは全部が、先の出願に関する
優先権書類の当該部分と完全に一致していることが必要

PCT
出願
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規則26の2.3に基づく優先権の回復

 対象：優先期間の満了日から２月以内にされたPCT出願
 提出書類：

①PCT出願と同時に請求する場合 ⇒ 優先権の回復理由書（証拠書類を添付）
②PCT出願後に請求する場合 ⇒ 優先権の回復請求書（証拠書類を添付）

12月

ＰＣＴ出願

手続の流れ

2月
優先権の回復期間

基礎
出願

優先権の
回復請求書

＜「優先権の回復理由書」
又は「優先権の回復請求書」＞

 基礎出願の日から１２月以内に
相当な注意を払ったにもかかわらず
PCT出願をすることができなかった
理由を記載

 証拠書類を添付

優先権の
回復の

認否を通知

テキスト：P.69,307,309

（優先日） （満了日）
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 ＲＯガイドライン１６６ＪからＭに基づき、相当な注意を払ったにもかかわらず
優先期間内に国際出願がされなかったことが認められるか否かを判断
ＲＯガイドライン

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ro.pdf
日本語仮訳

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/document/pct26-
2_3_yusenken/rogl_kariyaku.pdf

 上記基準を満たしていると判断した場合＞
優先権の回復を認める旨の決定を通知

 上記基準を満たしていないと判断した場合
理由を通知
指定された期間内（1月）に意見書を提出する機会を付与
⇒応答期間内に意見書が提出された場合、再度の判断を行い、その結果を通知

受理官庁（日本）における判断

通知

テキスト：P.70
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インターネット出願ソフトで作成した請求書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面
テキスト：P.115,350,354

優先権主張がないPCT出願の場合、
優先日は記載しない

国際調査報告において、
国際調査機関が発明の名称を作成した場合は、
国際調査機関が作成した発明の名称を記載

 国際予備審査請求時の
出願人全員を記載

 発明者は記載 しない



2-4.予備審査請求書（2）
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テキスト：Ｐ.117,351,355
インターネット出願ソフトで作成した請求書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

 国際予備審査の基礎とすべき書類にチェック
明細書・図面：出願時or34条補正
請求の範囲：出願時or19条補正or34条補正

早期開始を希望する場合、チェック

＜注意＞ 2019年7月1日に国際予備審査の開始時期について定めたPCT規則69.1が改正されました。
これに伴い、書面手続時の様式が変更されました。
なお、インターネット出願ソフトは、同規則改正には対応していないため、同日以降も「第Ⅳ欄4.」は上記のとおり
表示、入力します。（新規則への対応は2020年4月を予定しています。）
詳細は以下の特許庁ウェブサイトを参照してください。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-shinsa/yobishinsa_iv4_20190701.html



3-4.予備審査請求書（3）
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インターネット出願ソフトで作成した請求書のＰＤＦイメージ インターネット出願ソフトの入力画面
テキスト：P.117-118,

P.352,356

 IBに提出した１９条補正の写しを添付する場合：
以下をそれぞれ1頁ずつイメージファイルとして添付
補正した差替え用紙の写し
書簡の写し
説明書の写し（ある場合）

 ３４条補正を提出する場合（紙提出のみ）

 １９条補正の写しを紙で提出する場合
⇒予備審査請求後すみやかに
特許庁受理官庁に提出（窓口・郵送）



2-5.条約34条の規定に基づく補正（1）
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テキスト：P.128,365

手続補正書
（法第11条の規定による補正）

特許庁審査官 殿

１ 国際出願の表示 PCT/JP20XX/087654

２ 出願人
名 称 株式会社東京製作所 （印）

TOKYO  SEISAKUSHO  CORPORATION 
あて名 〒100-0013

日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
4-3， Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku，
Tokyo 100-0013  Japan 

国 籍 日本国 JAPAN
住 所 日本国 JAPAN

３ 代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎 （印）

KOKUSAI  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町８番地

8，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

４ 補正の対象 明細書及び請求の範囲

５ 補正の内容
（１）～
（２）～
（３）～

６ 添付書類の目録
（１）明細書第2頁、第2/1頁及び第3頁
（２）請求の範囲第20頁、第21頁及び第21/1頁

（１） 国際予備審査請求から
国際予備審査報告の作成が開始されるまでの期間

（２） 審査官が答弁書提出の機会を与えた場合の当該期間
（３） 審査官が出願人の請求により補正書提出の機会を

与えた場合の当該期間

補正が可能な期間

＜補正の内容の記載方法＞

補正事項を特定し、当該補正の根拠を表示する（※）

※「補正の根拠」＝国際出願時の明細書、請求の範囲
又は図面における補正の基礎となる記載箇所

※「表示する」＝国際出願時の明細書、請求の範囲又
は図面における補正の基礎となる記載箇所を特定でき
る程度の説明を記述すること

 例1：明細書の段落［0005］の「～」を「～・・」に補正
する。「～・・」の記載は出願時の明細書の段落
[nnnn]に記載された事項に基づくものである。

 例2：請求の範囲第２０頁第２項を削除し、第４項を
別紙の通り補正し、第５項を追加する。第○項の
「△△△」の記載は、出願時の明細書の段落[nnnn]
に記載された事項に基づくものである。
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明細書の補正

 明細書の補正は、頁単位で行い、補正のある頁のみを「差替え用紙」として添付
 文言の追加により、補正が次頁に及んだ場合、当該次頁には枝番を表示

例：2頁の場合 2、2/1、2/2…
 「（補正後）」、「（削除）」、「（追加）」の表示や補正箇所に下線を引くことは不可
 補正の結果、頁全体が削除になる場合

 空白の頁の添付は不要（段落番号のみ残る頁の添付も不要）
 手続補正書の「補正の内容」欄には頁を削除した旨を記載

テキスト：P.367

××××××××
××××××××
発明の効果
[0005]
××××××××
×××発明品ＪＰは、
ＡをＢにする効果が
ある。
ＡをＢにすることによ

2

り、従来に比べ、
××××××××
××××××××
××××××××
図面の簡単な説明
[0006]
[図１]Ｂの効果を示
した説明図。
[図２]ＪＰの断面図。

3

＜補正前＞

××××××××
××××××××
発明の効果
[0005]
××××××××
×××発明品ＪＰは、
ＡをＢ及びCにする
効果がある。
ＡをＢ及びCにする

2

ことによ

2/1

り、従来に比べ、
××××××××
××××××××
××××××××
図面の簡単な説明
[0006]
[図１]Ｂ及びCの効
果を示した説明図。
[図２]ＪＰの断面図。

3

＜補正後＞
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請求の範囲の補正

 請求の範囲の補正は、全文で行い、全文を「差替え用紙」として添付
 補正を行った項には、項番と本文の間に「（補正後）」、「（削除）」、「（追加）」を表示
 「（追加）」は、既存の最後の請求項の次に続けて増やしていく
 補正箇所に下線を引くことはできない
 補正により頁数が増える場合、既存の最後の頁の次に枝番号の頁を設ける

例：請求の範囲の最後の頁が21ページの場合 21、21/1、21/2…
 請求項の「（削除）」は、「本文」を削除し、項番のみ残す
 一度削除した請求項には、後の補正において再度本文を記載することは不可

請求の範囲

[請求項1]××××

[請求項2] ××××

[請求項3] ××××

20

××××××××

[請求項4]××××

××××××

21

＜補正前＞

請求の範囲

[請求項1]××××

[請求項2] （削除）

[請求項3] （補正後）
××○○○○○○

20

○○○×××

[請求項4]××××

××××××

[請求項5]（追加）
△△△△△△

21

[請求項6]（追加）
□□□□□□□□
□□□□□□□□

21/1

＜補正後＞

テキスト：P.368,369
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図面の補正

 図面の補正は頁単位で行い、補正のある頁のみを「差替え用紙」として添付
 補正により頁が増える場合、「／」「／」に挟まれた部分に枝番を記載
 図が大きい場合、上端が用紙の左端になる形で90度回転させて表示してもよい

[図1]

[図2]

[図3]

1/2

[図4]

2/2

＜補正前＞

[図1]

[図2]

1/2

[図3]

1/1/2

[図４]

2/2

＜補正後＞ ※図3と図4を補正する例

テキスト：P.233
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 2019年4月1日以降に特許庁が受理する日本語の国際出願
※2019年3月31日以前の国際出願に係る予備審査請求時の軽減申請は、
旧制度（産業競争力強化法）に基づく対象者及び対象要件が適用される。

対象案件

 軽減措置：国際出願時又は予備審査請求時に手数料を軽減
 交付金措置：国際出願又は予備審査請求に係る手続後に、交付金を交付
※いずれの手続も証明書の提出は不要（申請書の提出のみで申請可能）
※２つの制度を併用して利用することも可能

２つの支援措置

テキスト：P.135

支援措置 国際出願に係る手数料 予備審査請求に係る手数料

軽減措置 送付手数料・調査手数料 予備審査手数料

交付金措置（一旦、全額納付後に手続） 国際出願手数料 取扱手数料

対象手数料
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対象者

軽減措置
(出願時）
送付手数料・調査手数料

（予備審査請求時）
予備審査手数料

交付金措置
(出願時）
国際出願手数料

（予備審査請求時）
取扱手数料

中小企業者
（会社、個人事業主、組合・NPO法人）

1/2に軽減 1/2相当額を交付

中小ベンチャー企業
（法人・個人事業主）

1/3に軽減 2/3相当額を交付

小規模企業
（法人・個人事業主）

1/3に軽減 2/3相当額を交付

研究開発型中小企業
（法人・個人事業主）

1/2に軽減 1/2相当額を交付

試験研究機関等
（大学等研究者、大学等、独立行政法人等）

1/2に軽減 1/2相当額を交付

福島関連企業 1/4に軽減 3/4相当額を交付

 軽減措置及び交付金措置共に、対象者の要件は共通
 軽減（又は交付金）を申請する日において要件を満たしている必要あり
 共同出願である場合、いずれか１者が対象要件を満たしていれば、持分の割合に応じた申請が可能



3-2. 申請手続方法
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願書
or

予備審査
請求書

軽減
申請書

同時に提出

OL手続の場合、
イメージデータを添付

＜注意＞
2019年3月31日以前の国際出願に係る
予備審査請求の軽減申請は、対象者、
証明書類の提出について旧法（産業競
争力強化法）が適用されます。

軽減申請手続

交付
申請書所定の期間内（※）に提出

書面

交付金交付申請手続

（※）手続期間

＜国際出願手数料＞
『国際出願番号及び国際出願日の通知書』の発送日後、
かつ国際出願手数料を全額納付した日から6月以内

＜取扱手数料＞
『国際予備審査請求書の受理通知書』の発送日後、
かつ取扱手数料を全額納付した日から6月以内

申請書の様式や記載例、具体的な手続の詳細は、特許庁ウェブサイトを予めご確認ください。

 軽減措置

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html

 交付金措置

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html


4. PCT出願関係手数料（2019年8月1日改定）
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国際出願手数料

国際出願の用紙の枚数が30枚まで ¥145,000

30枚を超える用紙1枚につき ¥1,600

オンライン出願した場合の減額 ¥32,700

送付手数料 ¥10,000

調査手数料

日本国特許庁
日本語 ¥70,000

英語 ¥156,000

欧州特許庁 英語 ¥221,700

シンガポール特許庁 英語 ¥186,100

予備審査手数料 日本国特許庁
日本語 ¥26,000

英語 ¥58,000

取扱手数料 ¥21,800

＜出願に必要な手数料＞

＜国際予備審査請求に必要な手数料＞

 特許印紙・予納・電子現金納付・口座振替・クレジットカード（指定立替納付）での支払いが可能
（※口座振替・クレジットカードはオンライン手続時のみ利用可能）

 国内段階への移行手続、移行後の手続には、各国の規定に基づく費用が別途必要



5. 参考情報
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 WIPOウェブサイト

英語： https://www.wipo.int/pct/en/

日本語： https://www.wipo.int/pct/ja

 特許庁ウェブサイト

 国際出願全般
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/index.html

 国際出願関係手数料
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/kokuryo.html

 説明会テキスト
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/tokkyo_jyouyaku-
jitumu.html

 電子出願ソフトサポートサイト http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/

 申請書類の書き方ガイド
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/DocGuide.htm

参考ウェブサイト

（日本語サイト）
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 条約・規則等
 特許協力条約（Patent Cooperation Treaty）
 特許協力条約規則（Regulations）
 特許協力条約実施細則（Administrative Instructions）

• 日本語：https://www.wipo.int/pct/ja/texts/index.html
• 英語：https://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html

 機関及び官庁向けガイドライン（Guidelines）
• 日本語：https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-

shinsa/guideline_pct.html
• 英語：https://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html

 出願人の手引（Applicant’s Guide）
• 日本語： https://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html
• 英語： https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html

※QRコードはいずれも日本語ページにリンクするものです

関連法令
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本講義の内容に関するお問い合わせ先

特許庁 審査業務部出願課
国際出願室受理官庁

電話：（代表）03-3581-1101 内線2643
メール：PA1A31@jpo.go.jp
FAX：03-3501-0659
説明会専用サイト：https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/
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